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平成 29年度 人づくり課における主な取り組み 

 

男女共同参画サロン 

 

目的：男女共同参画社会の実現に向けた情報の発信及び提供並びに課題解決を図る。 

日時：毎月１回土曜日 13時 30分～16時 30分 

場所：文化創造センター・アーラ   

交流サロンと悩み相談・・・２階ワークショップルーム洋室 

女性の弁護士による法律相談・・・２階控室  

 

① 交流サロン参加人数 

・平成 16年度交流サロン開設。 

・平成 24年度までは主に１階の音楽ロフト等を利用し、イベントと相談を交えて開催。 

・平成 25年度からは落ち着いて相談できる環境を主として、２階のワークショップルー

ムに変更。 

・サロンとしての機能や新たなかたちを考えていく必要がある。 
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② 悩み相談件数 

・平成 24年度より予約制へ変更。 

・常連の方でほとんど占めていて、なかなか新規の申込枠が空いていないのが、現状であ

る。 

 

 

③ 法律相談件数 

・平成 24年度に定員を４人から６人へ増加。近年は 6～7割の予約がある。 

・こども課からの紹介も多く、相談窓口として定着してきている。 
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女と男のかがやき講座 

・可児市男女共同参画講座企画運営委員を中心に、男女共同参画社会の実現に向けて、啓

発につながる講座を開催。 

・平成 29年度は３回開催。 

 

（1）紫式部と与謝野晶子からの「異議申し立て」～妻・母・女として～ 

   開催日：平成 29年６月 24日（土） 

   講 師：中島 美幸さん（可児市男女共同参画推進協議会会長、愛知淑徳大学講師・

文学博士） 

   内 容：彼女たちの人生と作品、社会の在り方をたどりながら、私たちの今と未来

を考える。 

   参加者：35人 

 

（2）迷ったときは話してみよう～心スッキリしていますか？～ 

   開催日：平成 29年 10月 7日（土）13時 30分～ 

   講 師：安田 典子さん（NPO法人くすくす理事長・キッズピアおおがき交流サロ

ン運営（大垣市受託事業）等） 

   内 容：子育てや介護、仕事のことなど、全て自分で解決しようと考えていません

か。迷ったときのヒントを「話す」ことから学びます。 

   参加者：13人 

 

（3）争続をふせぐ 3つのコツ～サヨナラから始まる物語～ 

   開催日：平成 30年３月 3日（土）13時 30分～ 

   講 師：木下 貴子さん（弁護士） 

   内 容：「その時」になって、すぐできますか。元気なうちに考えておくと良い相続

について弁護士がお話します。 

   参加者：40人 

 

職員研修会 

 職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けて～魅力ある職場づくり～ 

開催日：平成 30年 1月 24日（水）午前 10時～ 

講 師：中島 美幸さん 

（可児市男女共同参画推進審議会委員、愛知淑徳大学講師・文学講師） 

内 容：・男女共同参画について 

    ・女性活躍、働き方改革の推進、ワーク・ライフ・バランスの実現について 

    ・「イクボス」とは 

参加者：38人（課長・課長補佐級職員対象） 
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その他 

「岐阜で活躍する女性 ～可児市～」登録者５人 

・井藤 友香さん 一般社団法人 日本ベビーサイン協会 認定講師（岐阜県に申請中） 

  

平成 30年度の主な取り組み 

① 男女共同参画サロン（継続） 

② 輝ける私の応援講座【旧名 女と男のかがやき講座】（継続・３回予定） 

③ 職員研修会（継続） 

④ 可児市男女共同参画プラン 2022策定 


